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　　　　告　　　示（第189号︲第198号）

○漁船損害等補償法第112条第１項の規定による同意 （漁業管理課）……………１

○土砂災害警戒区域の指定 （砂　防　課）……………１

○土砂災害特別警戒区域の指定 （砂　防　課）……………８

○土砂災害警戒区域の指定 （砂　防　課）……………16

○土砂災害特別警戒区域の指定 （砂　防　課）……………21

○土地収用法に基づく事業の認定 （用　地　課）……………27

○建築基準法に基づく指定構造計算適合性判定機関の名称等

（建築指導課）……………28

○都市計画事業の事業計画の変更の認可 （下 水 道 課）……………29

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………29

○解除予定保安林に関する農林水産大臣からの通知 （農山漁村振興課）……………29

　　　　公　　　告

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………29

○県営土地改良事業の換地計画 （農村森林整備課）……………30

○大規模小売店舗立地法第６条第５項の規定に基づく届出

（中小企業振興課）……………30

○落札者等の公示 （企画交通課）……………30

　　　　選挙管理委員会

○政治団体の平成24年分収支報告書の要旨の一部訂正（市町村支援課）………………31

　　　　公安委員会

○警備業法第23条に規定する検定の実施 （警察本部生活安全総務課）……………32

　　　　正　　　誤

○道路の区域の変更（平成22年３月福岡県告示第616号）中正誤

（道路維持課）……………34

○漁船損害等補償法第112条第１項の規定による同意を求めるための

　事前届出（平成26年２月21日福岡県公報3573号公告）中正誤

（漁業管理課）……………34

　福岡県告示第189号

　次の加入区について、漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第112条第１項の規

定による同意があったものと認めるので、同法第112条の２第３項の規定により公示す

る。

　　平成26年３月11日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　　加入区の名称　芥屋加入区

　福岡県告示第190号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第６条第１項の規定に基づき、次の土地の区域を土砂災害警戒区域として指定す

る。

　　平成26年３月11日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

目　　　次
告　　　示

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

今Ａ 八女市黒木町今（別紙図面１に示す区域のとお
り） 土石流

金堀谷 八女市黒木町今（別紙図面２に示す区域のとお
り） 土石流

谷川－２ 八女市黒木町今（別紙図面３に示す区域のとお
り） 土石流
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谷川－１ 八女市黒木町今（別紙図面４に示す区域のとお
り） 土石流

堂龍－２ 八女市黒木町今及び黒木（別紙図面５に示す区
域のとおり） 土石流

堂龍－１ 八女市黒木町今及び黒木（別紙図面６に示す区
域のとおり） 土石流

下木屋－３ 八女市黒木町北木屋（別紙図面７に示す区域の
とおり） 土石流

下木屋－２ 八女市黒木町北木屋（別紙図面８に示す区域の
とおり） 土石流

下木屋－１ 八女市黒木町北木屋（別紙図面９に示す区域の
とおり） 土石流

カラ谷 八女市黒木町北木屋（別紙図面10に示す区域の
とおり） 土石流

小園 八女市黒木町北木屋（別紙図面11に示す区域の
とおり） 土石流

馬渡 八女市黒木町北木屋（別紙図面12に示す区域の
とおり） 土石流

馬渡谷２ 八女市黒木町北木屋（別紙図面13に示す区域の
とおり） 土石流

馬渡谷１ 八女市黒木町北木屋（別紙図面14に示す区域の
とおり） 土石流

寄谷 八女市黒木町北木屋（別紙図面15に示す区域の
とおり） 土石流

浦谷 八女市黒木町北木屋（別紙図面16に示す区域の
とおり） 土石流

荒谷久保谷 八女市黒木町北木屋（別紙図面17に示す区域の
とおり） 土石流

滝ノ上谷 八女市黒木町北木屋（別紙図面18に示す区域の
とおり） 土石流

荒谷川－１ 八女市黒木町北木屋（別紙図面19に示す区域の
とおり） 土石流

荒谷川－２ 八女市黒木町北木屋（別紙図面20に示す区域の
とおり） 土石流

上荒谷川 八女市黒木町北木屋（別紙図面21に示す区域の
とおり） 土石流

後川内１ 八女市黒木町笠原（別紙図面22に示す区域のと
おり） 土石流

小川内－２ 八女市黒木町笠原（別紙図面23に示す区域のと
おり） 土石流

小川内－１ 八女市黒木町笠原（別紙図面24に示す区域のと
おり） 土石流

二谷の迫 八女市黒木町笠原（別紙図面25に示す区域のと
おり） 土石流

小川内－３ 八女市黒木町笠原（別紙図面26に示す区域のと
おり） 土石流

後川内 八女市黒木町笠原（別紙図面27に示す区域のと
おり） 土石流

鰐八 八女市黒木町笠原（別紙図面28に示す区域のと
おり） 土石流

松迫 八女市黒木町笠原（別紙図面29に示す区域のと
おり） 土石流

ヒノクチ迫 八女市黒木町笠原（別紙図面30に示す区域のと
おり） 土石流

空室川－１ 八女市黒木町北大淵（別紙図面31に示す区域の
とおり） 土石流

空室川－２ 八女市黒木町北大淵（別紙図面32に示す区域の
とおり） 土石流

剣持 八女市黒木町大淵（別紙図面33に示す区域のと
おり） 土石流

椎附 八女市黒木町大淵（別紙図面34に示す区域のと
おり） 土石流

椎附河－３ 八女市黒木町大淵（別紙図面35に示す区域のと
おり） 土石流

椎附河－２ 八女市黒木町大淵（別紙図面36に示す区域のと
おり） 土石流

椎附河－１ 八女市黒木町大淵（別紙図面37に示す区域のと
おり） 土石流

剣持川－２ 八女市黒木町大淵（別紙図面38に示す区域のと
おり） 土石流

高良龍川－２ 八女市黒木町大淵（別紙図面39に示す区域のと
おり） 土石流

高良龍川－３ 八女市黒木町大淵（別紙図面40に示す区域のと
おり） 土石流

高良龍川－１ 八女市黒木町大淵（別紙図面41に示す区域のと
おり） 土石流
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吉野迫１－１ 八女市黒木町大淵（別紙図面42に示す区域のと
おり） 土石流

吉野迫１－２ 八女市黒木町大淵（別紙図面43に示す区域のと
おり） 土石流

剣持川－１ 八女市黒木町大淵（別紙図面44に示す区域のと
おり） 土石流

無田川－４ 八女市黒木町大淵（別紙図面45に示す区域のと
おり） 土石流

無田川－３ 八女市黒木町大淵（別紙図面46に示す区域のと
おり） 土石流

無田川－２ 八女市黒木町大淵（別紙図面47に示す区域のと
おり） 土石流

無田川－１ 八女市黒木町大淵（別紙図面48に示す区域のと
おり） 土石流

大渕川－４ 八女市黒木町大淵（別紙図面49に示す区域のと
おり） 土石流

大渕川－３ 八女市黒木町大淵（別紙図面50に示す区域のと
おり） 土石流

大渕川－２ 八女市黒木町大淵（別紙図面51に示す区域のと
おり） 土石流

大渕川－１ 八女市黒木町大淵（別紙図面52に示す区域のと
おり） 土石流

砂田原 八女市黒木町木屋（別紙図面53に示す区域のと
おり） 土石流

クエン谷 八女市黒木町木屋（別紙図面54に示す区域のと
おり） 土石流

砂田原谷 八女市黒木町木屋（別紙図面55に示す区域のと
おり） 土石流

山上ノ谷 八女市黒木町木屋（別紙図面56に示す区域のと
おり） 土石流

大谷 八女市黒木町木屋（別紙図面57に示す区域のと
おり） 土石流

木屋 八女市黒木町木屋（別紙図面58に示す区域のと
おり） 土石流

一ノ渡瀬１ 八女市黒木町木屋（別紙図面59に示す区域のと
おり） 土石流

神露淵１ 八女市黒木町木屋（別紙図面60に示す区域のと
おり） 土石流

神露淵２ 八女市黒木町木屋（別紙図面61に示す区域のと
おり） 土石流

辻ノ上－１ 八女市黒木町木屋（別紙図面62に示す区域のと
おり） 土石流

辻ノ上－２ 八女市黒木町木屋（別紙図面63に示す区域のと
おり） 土石流

辻ノ上－３ 八女市黒木町木屋（別紙図面64に示す区域のと
おり） 土石流

三ツ谷 八女市黒木町木屋（別紙図面65に示す区域のと
おり） 土石流

越後の谷－１ 八女市黒木町木屋（別紙図面66に示す区域のと
おり） 土石流

辻谷 八女市黒木町木屋（別紙図面67に示す区域のと
おり） 土石流

裏谷 八女市黒木町木屋（別紙図面68に示す区域のと
おり） 土石流

裏谷－２ 八女市黒木町木屋（別紙図面69に示す区域のと
おり） 土石流

裏谷－１ 八女市黒木町木屋（別紙図面70に示す区域のと
おり） 土石流

越後の谷－６ 八女市黒木町木屋（別紙図面71に示す区域のと
おり） 土石流

越後の谷－５ 八女市黒木町木屋（別紙図面72に示す区域のと
おり） 土石流

越後の谷－４ 八女市黒木町木屋（別紙図面73に示す区域のと
おり） 土石流

越後の谷－３ 八女市黒木町木屋（別紙図面74に示す区域のと
おり） 土石流

越後の谷－２ 八女市黒木町木屋（別紙図面75に示す区域のと
おり） 土石流

鹿子生川－２ 八女市黒木町鹿子生（別紙図面76に示す区域の
とおり） 土石流

後野２ 八女市黒木町鹿子生（別紙図面77に示す区域の
とおり） 土石流

後野１ 八女市黒木町鹿子生（別紙図面78に示す区域の
とおり） 土石流

後野川 八女市黒木町鹿子生（別紙図面79に示す区域の
とおり） 土石流
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鹿子谷 八女市黒木町鹿子生（別紙図面80に示す区域の
とおり） 土石流

鹿子生川－１ 八女市黒木町鹿子生（別紙図面81に示す区域の
とおり） 土石流

下名 八女市黒木町土窪（別紙図面82に示す区域のと
おり） 土石流

石原谷 八女市黒木町土窪（別紙図面83に示す区域のと
おり） 土石流

一ノ渡瀬 八女市黒木町土窪及び木屋（別紙図面84に示す
区域のとおり） 土石流

分田 八女市黒木町土窪（別紙図面85に示す区域のと
おり） 土石流

犬山－２ 八女市黒木町本分（別紙図面86に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

犬山－１ 八女市黒木町本分（別紙図面87に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

本分Ａ 八女市黒木町本分（別紙図面88に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

本分Ｂ 八女市黒木町本分（別紙図面89に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

本分Ｃ 八女市黒木町本分及び湯辺田（別紙図面90に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

本分Ｄ 八女市黒木町本分（別紙図面91に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

本分Ｅ 八女市黒木町本分（別紙図面92に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

湯辺田Ａ 八女市黒木町湯辺田（別紙図面93に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

湯辺田⒜－１ 八女市黒木町湯辺田（別紙図面94に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

湯辺田⒜－２ 八女市黒木町湯辺田（別紙図面95に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

湯辺田⒜－３ 八女市黒木町湯辺田（別紙図面96に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

湯辺田⒜－４ 八女市黒木町湯辺田（別紙図面97に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

湯辺田⒝ 八女市黒木町湯辺田（別紙図面98に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

湯辺田⒞ 八女市黒木町湯辺田及び田本（別紙図面99に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

内ノ城－１ 八女市黒木町田本（別紙図面100に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

内ノ城－２ 八女市黒木町田本（別紙図面101に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

内ノ城－３ 八女市黒木町田本（別紙図面102に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

田本⒜ 八女市黒木町田本（別紙図面103に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

田本⒝－１ 八女市黒木町田本（別紙図面104に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

田本⒝－２ 八女市黒木町田本（別紙図面105に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

田本Ａ 八女市黒木町田本（別紙図面106に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

田本Ｂ 八女市黒木町田本（別紙図面107に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

堂篭⒝－１ 八女市黒木町今（別紙図面108に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

堂篭⒝－２ 八女市黒木町今（別紙図面109に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

堂篭⒜－１ 八女市黒木町今（別紙図面110に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

堂篭⒜－４ 八女市黒木町今及び笠原（別紙図面111に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

堂篭⒜－３ 八女市黒木町今（別紙図面112に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

堂篭⒜－２ 八女市黒木町今（別紙図面113に示す区域のと
おり） 急傾斜地の崩壊

陣の内－１ 八女市黒木町北木屋及び笠原（別紙図面114に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

陣の内－２ 八女市黒木町北木屋（別紙図面115に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

陣の内－３ 八女市黒木町北木屋（別紙図面116に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

陣の内－４ 八女市黒木町北木屋（別紙図面117に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊



第
３

５
７

８
号

福
岡

県
公

報
平

成
26

年
３

月
11

日
　

火
曜

日
5

下木屋⒜－１ 八女市黒木町北木屋（別紙図面118に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

下木屋⒜－２ 八女市黒木町北木屋（別紙図面119に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

下木屋⒜－３ 八女市黒木町北木屋（別紙図面120に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

北木屋Ａ 八女市黒木町北木屋（別紙図面121に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

下木屋⒝－１ 八女市黒木町北木屋（別紙図面122に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

下木屋⒝－２ 八女市黒木町北木屋（別紙図面123に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

下木屋⒝－３ 八女市黒木町北木屋（別紙図面124に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

下木屋⒝－４ 八女市黒木町北木屋（別紙図面125に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

下木屋⒜－４ 八女市黒木町北木屋（別紙図面126に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

下木屋⒝－５ 八女市黒木町北木屋（別紙図面127に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

下木屋⒞－１ 八女市黒木町北木屋（別紙図面128に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

下木屋⒟ 八女市黒木町北木屋（別紙図面129に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

下木屋⒠－１ 八女市黒木町北木屋（別紙図面130に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

下木屋⒠－２ 八女市黒木町北木屋（別紙図面131に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

下木屋⒠－３ 八女市黒木町北木屋（別紙図面132に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

北木屋Ｂ 八女市黒木町北木屋（別紙図面133に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

北木屋Ｃ 八女市黒木町北木屋（別紙図面134に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

中木屋－２ 八女市黒木町北木屋（別紙図面135に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

北木屋Ｄ 八女市黒木町北木屋（別紙図面136に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

中木屋－１ 八女市黒木町北木屋（別紙図面137に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

中木屋－３ 八女市黒木町北木屋（別紙図面138に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

小園⒜－１ 八女市黒木町北木屋（別紙図面139に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

小園⒜－２ 八女市黒木町北木屋（別紙図面140に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

小園⒜－３ 八女市黒木町北木屋（別紙図面141に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

北木屋Ｅ 八女市黒木町北木屋（別紙図面142に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

小園⒝ 八女市黒木町北木屋（別紙図面143に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

小園⒞ 八女市黒木町北木屋（別紙図面144に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

馬渡⒜ 八女市黒木町北木屋（別紙図面145に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

馬渡－１ 八女市黒木町北木屋（別紙図面146に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

馬渡－２ 八女市黒木町北木屋（別紙図面147に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

馬渡－４ 八女市黒木町北木屋（別紙図面148に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

馬渡－５ 八女市黒木町北木屋（別紙図面149に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

馬渡－６ 八女市黒木町北木屋（別紙図面150に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

馬渡－３ 八女市黒木町北木屋（別紙図面151に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

馬渡－７ 八女市黒木町北木屋（別紙図面152に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

馬渡－８ 八女市黒木町北木屋（別紙図面153に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

馬渡－９ 八女市黒木町北木屋（別紙図面154に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

北木屋Ｎ 八女市黒木町北木屋（別紙図面155に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊
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北木屋Ｍ 八女市黒木町北木屋（別紙図面156に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

大梅 八女市黒木町北木屋（別紙図面157に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

荒谷⒝ 八女市黒木町北木屋（別紙図面158に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

北木屋Ｆ 八女市黒木町北木屋（別紙図面159に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

北木屋Ｈ 八女市黒木町北木屋（別紙図面160に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

北木屋Ｇ 八女市黒木町北木屋（別紙図面161に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

北木屋Ｉ 八女市黒木町北木屋（別紙図面162に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

荒谷⒜－１ 八女市黒木町北木屋（別紙図面163に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

荒谷⒜－３ 八女市黒木町北木屋（別紙図面164に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

荒谷⒜－２ 八女市黒木町北木屋（別紙図面165に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

荒谷⒜－５ 八女市黒木町北木屋（別紙図面166に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

荒谷⒜－４ 八女市黒木町北木屋（別紙図面167に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

北木屋Ｋ 八女市黒木町北木屋（別紙図面168に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

北木屋Ｌ 八女市黒木町北木屋（別紙図面169に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

北木屋Ｊ 八女市黒木町北木屋（別紙図面170に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

剣持⒝－２ 八女市黒木町大淵（別紙図面171に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

剣持⒝－１ 八女市黒木町大淵（別紙図面172に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

剣持－１ 八女市黒木町大淵（別紙図面173に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

剣持－３ 八女市黒木町大淵（別紙図面174に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

剣持－２ 八女市黒木町大淵（別紙図面175に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

剣持⒜－２ 八女市黒木町大淵（別紙図面176に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

剣持⒜－１ 八女市黒木町大淵（別紙図面177に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

無田⒜－２ 八女市黒木町大淵（別紙図面178に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

無田⒜－１ 八女市黒木町大淵（別紙図面179に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

無田⒝－２ 八女市黒木町大淵（別紙図面180に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

無田⒝－１ 八女市黒木町大淵（別紙図面181に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

無田⒝－４ 八女市黒木町大淵（別紙図面182に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

無田⒝－３ 八女市黒木町大淵（別紙図面183に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

寄谷－１ 八女市黒木町大淵（別紙図面184に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

寄谷－２ 八女市黒木町大淵（別紙図面185に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

四条野－２ 八女市黒木町木屋（別紙図面186に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

女郎岳 八女市黒木町木屋（別紙図面187に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

木屋 八女市黒木町木屋（別紙図面188に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

木屋－２ 八女市黒木町木屋（別紙図面189に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

長城－２ 八女市黒木町木屋（別紙図面190に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

長城－１ 八女市黒木町木屋（別紙図面191に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

正牟田 八女市黒木町木屋（別紙図面192に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

原⒜－３ 八女市黒木町木屋（別紙図面193に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊
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原⒜－２ 八女市黒木町木屋（別紙図面194に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

原⒜－４ 八女市黒木町木屋（別紙図面195に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

原⒜－１ 八女市黒木町木屋（別紙図面196に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

原⒝ 八女市黒木町木屋（別紙図面197に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

神露渕⒣－２ 八女市黒木町木屋（別紙図面198に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

神露渕⒣－１ 八女市黒木町木屋（別紙図面199に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

神露渕⒠ 八女市黒木町木屋（別紙図面200に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

神露渕⒢ 八女市黒木町木屋（別紙図面201に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

神露渕⒜ 八女市黒木町木屋（別紙図面202に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

神露渕⒞－４ 八女市黒木町木屋（別紙図面203に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

神露渕⒞－１ 八女市黒木町木屋（別紙図面204に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

神露渕⒞－２ 八女市黒木町木屋（別紙図面205に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

神露渕⒞－３ 八女市黒木町木屋（別紙図面206に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

神露渕⒝－２ 八女市黒木町木屋（別紙図面207に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

神露渕⒝－１ 八女市黒木町木屋（別紙図面208に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

渡内－４ 八女市黒木町木屋（別紙図面209に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

渡内－３ 八女市黒木町木屋（別紙図面210に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

渡内－２ 八女市黒木町木屋（別紙図面211に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

渡内－１ 八女市黒木町木屋（別紙図面212に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

鹿子生－１ 八女市黒木町鹿子生（別紙図面213に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

鹿子生－２ 八女市黒木町鹿子生（別紙図面214に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

鹿子生－３ 八女市黒木町鹿子生（別紙図面215に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

一ノ渡瀬－１ 八女市黒木町土窪及び木屋（別紙図面216に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

一ノ渡瀬－２ 八女市黒木町土窪及び木屋（別紙図面217に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

栗林⒝－１ 八女市黒木町土窪及び木屋（別紙図面218に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

栗林⒝－２ 八女市黒木町土窪（別紙図面219に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

栗林⒝－３ 八女市黒木町土窪及び木屋（別紙図面220に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

栗林⒜ 八女市黒木町土窪（別紙図面221に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

四条野－１ 八女市黒木町木屋（別紙図面222に示す区域の
とおり） 急傾斜地の崩壊

山中 八女市黒木町木屋（別紙図面223に示す区域の
とおり） 地滑り

正牟田 八女市黒木町木屋及び北木屋（別紙図面224に
示す区域のとおり） 地滑り

大谷⑴ 八女市黒木町木屋（別紙図面225に示す区域の
とおり） 地滑り

大谷⑵ 八女市黒木町木屋（別紙図面226に示す区域の
とおり） 地滑り

大梅 八女市黒木町木屋及び北木屋（別紙図面227に
示す区域のとおり） 地滑り

弓掛 八女市黒木町木屋（別紙図面228に示す区域の
とおり） 地滑り

神露淵 八女市黒木町木屋（別紙図面229に示す区域の
とおり） 地滑り

剣持⑴ 八女市黒木町大淵（別紙図面230に示す区域の
とおり） 地滑り

剣持⑵ 八女市黒木町大淵（別紙図面231に示す区域の
とおり） 地滑り
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　備考　別紙図面は省略し、その図面を八女市役所に備え置いて縦覧に供する。

　福岡県告示第191号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第８条第１項の規定に基づき、次の土地の区域を土砂災害特別警戒区域として指

定する。

　　平成26年３月11日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

剣持⑶ 八女市黒木町大淵（別紙図面232に示す区域の
とおり） 地滑り

剣持⑷ 八女市黒木町大淵（別紙図面233に示す区域の
とおり） 地滑り

高良籠 八女市黒木町大淵（別紙図面234に示す区域の
とおり） 地滑り

上荒谷 八女市黒木町北木屋（別紙図面235に示す区域
のとおり） 地滑り

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

自然現象により建
築物に作用すると
想定される衝撃に
関する事項

今Ａ 八女市黒木町今（別紙図面
１に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面１に記載
する表のとおり

金堀谷 八女市黒木町今（別紙図面
２に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面２に記載
する表のとおり

谷川－２ 八女市黒木町今（別紙図面
３に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面３に記載
する表のとおり

谷川－１ 八女市黒木町今（別紙図面
４に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面４に記載
する表のとおり

堂龍－２
八女市黒木町今及び黒木
（別紙図面５に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面５に記載
する表のとおり

堂龍－１
八女市黒木町今及び黒木
（別紙図面６に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面６に記載
する表のとおり

下木屋－３
八女市黒木町北木屋（別紙
図面７に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面７に記載
する表のとおり

下木屋－２
八女市黒木町北木屋（別紙
図面８に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面８に記載
する表のとおり

下木屋－１
八女市黒木町北木屋（別紙
図面９に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面９に記載
する表のとおり

カラ谷
八女市黒木町北木屋（別紙
図面10に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面10に記載
する表のとおり

小園
八女市黒木町北木屋（別紙
図面11に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面11に記載
する表のとおり

馬渡
八女市黒木町北木屋（別紙
図面12に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面12に記載
する表のとおり

馬渡谷２
八女市黒木町北木屋（別紙
図面13に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面13に記載
する表のとおり

馬渡谷１
八女市黒木町北木屋（別紙
図面14に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面14に記載
する表のとおり

寄谷
八女市黒木町北木屋（別紙
図面15に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面15に記載
する表のとおり

浦谷
八女市黒木町北木屋（別紙
図面16に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面16に記載
する表のとおり

荒谷久保谷
八女市黒木町北木屋（別紙
図面17に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面17に記載
する表のとおり

滝ノ上谷
八女市黒木町北木屋（別紙
図面18に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面18に記載
する表のとおり

荒谷川－１
八女市黒木町北木屋（別紙
図面19に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面19に記載
する表のとおり
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椎附河－１ 八女市黒木町大淵（別紙図
面37に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面37に記載
する表のとおり

剣持川－２ 八女市黒木町大淵（別紙図
面38に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面38に記載
する表のとおり

高良龍川－２ 八女市黒木町大淵（別紙図
面39に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面39に記載
する表のとおり

高良龍川－３ 八女市黒木町大淵（別紙図
面40に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面40に記載
する表のとおり

高良龍川－１ 八女市黒木町大淵（別紙図
面41に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面41に記載
する表のとおり

吉野迫１－１ 八女市黒木町大淵（別紙図
面42に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面42に記載
する表のとおり

吉野迫１－２ 八女市黒木町大淵（別紙図
面43に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面43に記載
する表のとおり

剣持川－１ 八女市黒木町大淵（別紙図
面44に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面44に記載
する表のとおり

無田川－４ 八女市黒木町大淵（別紙図
面45に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面45に記載
する表のとおり

無田川－３ 八女市黒木町大淵（別紙図
面46に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面46に記載
する表のとおり

無田川－２ 八女市黒木町大淵（別紙図
面47に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面47に記載
する表のとおり

無田川－１ 八女市黒木町大淵（別紙図
面48に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面48に記載
する表のとおり

大渕川－４ 八女市黒木町大淵（別紙図
面49に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面49に記載
する表のとおり

大渕川－３ 八女市黒木町大淵（別紙図
面50に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面50に記載
する表のとおり

大渕川－１ 八女市黒木町大淵（別紙図
面52に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面52に記載
する表のとおり

砂田原 八女市黒木町木屋（別紙図
面53に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面53に記載
する表のとおり

クエン谷 八女市黒木町木屋（別紙図
面54に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面54に記載
する表のとおり

砂田原谷 八女市黒木町木屋（別紙図
面55に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面55に記載
する表のとおり

山上ノ谷 八女市黒木町木屋（別紙図
面56に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面56に記載
する表のとおり

荒谷川－２
八女市黒木町北木屋（別紙
図面20に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面20に記載
する表のとおり

上荒谷川
八女市黒木町北木屋（別紙
図面21に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面21に記載
する表のとおり

後川内１ 八女市黒木町笠原（別紙図
面22に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面22に記載
する表のとおり

小川内－２ 八女市黒木町笠原（別紙図
面23に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面23に記載
する表のとおり

小川内－１ 八女市黒木町笠原（別紙図
面24に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面24に記載
する表のとおり

二谷の迫 八女市黒木町笠原（別紙図
面25に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面25に記載
する表のとおり

小川内－３ 八女市黒木町笠原（別紙図
面26に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面26に記載
する表のとおり

後川内 八女市黒木町笠原（別紙図
面27に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面27に記載
する表のとおり

鰐八 八女市黒木町笠原（別紙図
面28に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面28に記載
する表のとおり

松迫 八女市黒木町笠原（別紙図
面29に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面29に記載
する表のとおり

ヒノクチ迫 八女市黒木町笠原（別紙図
面30に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面30に記載
する表のとおり

空室川－１
八女市黒木町北大淵（別紙
図面31に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面31に記載
する表のとおり

空室川－２
八女市黒木町北大淵（別紙
図面32に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面32に記載
する表のとおり

剣持 八女市黒木町大淵（別紙図
面33に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面33に記載
する表のとおり

椎附 八女市黒木町大淵（別紙図
面34に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面34に記載
する表のとおり

椎附河－３ 八女市黒木町大淵（別紙図
面35に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面35に記載
する表のとおり

椎附河－２ 八女市黒木町大淵（別紙図
面36に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面36に記載
する表のとおり
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鹿子生川－２
八女市黒木町鹿子生（別紙
図面76に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面76に記載
する表のとおり

後野２
八女市黒木町鹿子生（別紙
図面77に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面77に記載
する表のとおり

後野１
八女市黒木町鹿子生（別紙
図面78に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面78に記載
する表のとおり

後野川
八女市黒木町鹿子生（別紙
図面79に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面79に記載
する表のとおり

鹿子谷
八女市黒木町鹿子生（別紙
図面80に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面80に記載
する表のとおり

鹿子生川－１
八女市黒木町鹿子生（別紙
図面81に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面81に記載
する表のとおり

石原谷 八女市黒木町土窪（別紙図
面83に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面83に記載
する表のとおり

一ノ渡瀬
八女市黒木町土窪及び木屋
（別紙図面84に示す区域の
とおり）

土石流
別紙図面84に記載
する表のとおり

分田 八女市黒木町土窪（別紙図
面85に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面85に記載
する表のとおり

犬山－２ 八女市黒木町本分（別紙図
面86に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面86に記載
する表のとおり

犬山－１ 八女市黒木町本分（別紙図
面87に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面87に記載
する表のとおり

本分Ａ 八女市黒木町本分（別紙図
面88に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面88に記載
する表のとおり

本分Ｂ 八女市黒木町本分（別紙図
面89に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面89に記載
する表のとおり

本分Ｃ
八女市黒木町本分及び湯辺
田（別紙図面90に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面90に記載
する表のとおり

本分Ｄ 八女市黒木町本分（別紙図
面91に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面91に記載
する表のとおり

大谷 八女市黒木町木屋（別紙図
面57に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面57に記載
する表のとおり

木屋 八女市黒木町木屋（別紙図
面58に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面58に記載
する表のとおり

一ノ渡瀬１ 八女市黒木町木屋（別紙図
面59に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面59に記載
する表のとおり

神露淵１ 八女市黒木町木屋（別紙図
面60に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面60に記載
する表のとおり

神露淵２ 八女市黒木町木屋（別紙図
面61に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面61に記載
する表のとおり

辻ノ上－２ 八女市黒木町木屋（別紙図
面63に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面63に記載
する表のとおり

辻ノ上－３ 八女市黒木町木屋（別紙図
面64に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面64に記載
する表のとおり

三ツ谷 八女市黒木町木屋（別紙図
面65に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面65に記載
する表のとおり

越後の谷－１ 八女市黒木町木屋（別紙図
面66に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面66に記載
する表のとおり

辻谷 八女市黒木町木屋（別紙図
面67に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面67に記載
する表のとおり

裏谷 八女市黒木町木屋（別紙図
面68に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面68に記載
する表のとおり

裏谷－２ 八女市黒木町木屋（別紙図
面69に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面69に記載
する表のとおり

裏谷－１ 八女市黒木町木屋（別紙図
面70に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面70に記載
する表のとおり

越後の谷－６ 八女市黒木町木屋（別紙図
面71に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面71に記載
する表のとおり

越後の谷－５ 八女市黒木町木屋（別紙図
面72に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面72に記載
する表のとおり

越後の谷－４ 八女市黒木町木屋（別紙図
面73に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面73に記載
する表のとおり

越後の谷－３ 八女市黒木町木屋（別紙図
面74に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面74に記載
する表のとおり

越後の谷－２ 八女市黒木町木屋（別紙図
面75に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面75に記載
する表のとおり
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田本⒝－２
八女市黒木町田本（別紙
図面105に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面105に記
載する表のとおり

田本Ａ
八女市黒木町田本（別紙
図面106に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面106に記
載する表のとおり

田本Ｂ
八女市黒木町田本（別紙
図面107に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面107に記
載する表のとおり

堂篭⒝－１ 八女市黒木町今（別紙図面
108に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面108に記
載する表のとおり

堂篭⒝－２ 八女市黒木町今（別紙図面
109に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面109に記
載する表のとおり

堂篭⒜－１ 八女市黒木町今（別紙図面
110に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面110に記
載する表のとおり

堂篭⒜－４
八女市黒木町今及び笠原
（別紙図面111に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面111に記
載する表のとおり

堂篭⒜－３ 八女市黒木町今（別紙図面
112に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面112に記
載する表のとおり

堂篭⒜－２ 八女市黒木町今（別紙図面
113に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面113に記
載する表のとおり

陣の内－１
八女市黒木町北木屋及び笠
原（別紙図面114に示す区
域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面114に記
載する表のとおり

陣の内－２
八女市黒木町北木屋（別紙
図面115に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面115に記
載する表のとおり

陣の内－３
八女市黒木町北木屋（別紙
図面116に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面116に記
載する表のとおり

陣の内－４
八女市黒木町北木屋（別紙
図面117に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面117に記
載する表のとおり

下木屋⒜－１
八女市黒木町北木屋（別紙
図面118に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面118に記
載する表のとおり

本分Ｅ 八女市黒木町本分（別紙図
面92に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面92に記載
する表のとおり

湯辺田Ａ
八女市黒木町湯辺田（別紙
図面93に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面93に記載
する表のとおり

湯辺田⒜－１
八女市黒木町湯辺田（別紙
図面94に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面94に記載
する表のとおり

湯辺田⒜－２
八女市黒木町湯辺田（別紙
図面95に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面95に記載
する表のとおり

湯辺田⒜－３
八女市黒木町湯辺田（別紙
図面96に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面96に記載
する表のとおり

湯辺田⒜－４
八女市黒木町湯辺田（別紙
図面97に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面97に記載
する表のとおり

湯辺田⒝
八女市黒木町湯辺田（別紙
図面98に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面98に記載
する表のとおり

湯辺田⒞
八女市黒木町湯辺田及び田
本（別紙図面99に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面99に記載
する表のとおり

内ノ城－１
八女市黒木町田本（別紙
図面100に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面100に記
載する表のとおり

内ノ城－２
八女市黒木町田本（別紙
図面101に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面101に記
載する表のとおり

内ノ城－３
八女市黒木町田本（別紙
図面102に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面102に記
載する表のとおり

田本⒜
八女市黒木町田本（別紙
図面103に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面103に記
載する表のとおり

田本⒝－１
八女市黒木町田本（別紙
図面104に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面104に記
載する表のとおり
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下木屋⒠－３
八女市黒木町北木屋（別紙
図面132に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面132に記
載する表のとおり

北木屋Ｂ
八女市黒木町北木屋（別紙
図面133に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面133に記
載する表のとおり

北木屋Ｃ
八女市黒木町北木屋（別紙
図面134に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面134に記
載する表のとおり

中木屋－２
八女市黒木町北木屋（別紙
図面135に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面135に記
載する表のとおり

北木屋Ｄ
八女市黒木町北木屋（別紙
図面136に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面136に記
載する表のとおり

中木屋－１
八女市黒木町北木屋（別紙
図面137に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面137に記
載する表のとおり

中木屋－３
八女市黒木町北木屋（別紙
図面138に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面138に記
載する表のとおり

小園⒜－１
八女市黒木町北木屋（別紙
図面139に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面139に記
載する表のとおり

小園⒜－２
八女市黒木町北木屋（別紙
図面140に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面140に記
載する表のとおり

小園⒜－３
八女市黒木町北木屋（別紙
図面141に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面141に記
載する表のとおり

北木屋Ｅ
八女市黒木町北木屋（別紙
図面142に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面142に記
載する表のとおり

小園⒝
八女市黒木町北木屋（別紙
図面143に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面143に記
載する表のとおり

小園⒞
八女市黒木町北木屋（別紙
図面144に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面144に記
載する表のとおり

下木屋⒜－２
八女市黒木町北木屋（別紙
図面119に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面119に記
載する表のとおり

下木屋⒜－３
八女市黒木町北木屋（別紙
図面120に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面120に記
載する表のとおり

北木屋Ａ
八女市黒木町北木屋（別紙
図面121に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面121に記
載する表のとおり

下木屋⒝－１
八女市黒木町北木屋（別紙
図面122に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面122に記
載する表のとおり

下木屋⒝－２
八女市黒木町北木屋（別紙
図面123に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面123に記
載する表のとおり

下木屋⒝－３
八女市黒木町北木屋（別紙
図面124に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面124に記
載する表のとおり

下木屋⒝－４
八女市黒木町北木屋（別紙
図面125に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面125に記
載する表のとおり

下木屋⒜－４
八女市黒木町北木屋（別紙
図面126に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面126に記
載する表のとおり

下木屋⒝－５
八女市黒木町北木屋（別紙
図面127に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面127に記
載する表のとおり

下木屋⒞－１
八女市黒木町北木屋（別紙
図面128に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面128に記
載する表のとおり

下木屋⒟
八女市黒木町北木屋（別紙
図面129に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面129に記
載する表のとおり

下木屋⒠－１
八女市黒木町北木屋（別紙
図面130に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面130に記
載する表のとおり

下木屋⒠－２
八女市黒木町北木屋（別紙
図面131に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面131に記
載する表のとおり
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荒谷⒝
八女市黒木町北木屋（別紙
図面158に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面158に記
載する表のとおり

北木屋Ｆ
八女市黒木町北木屋（別紙
図面159に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面159に記
載する表のとおり

北木屋Ｈ
八女市黒木町北木屋（別紙
図面160に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面160に記
載する表のとおり

北木屋Ｇ
八女市黒木町北木屋（別紙
図面161に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面161に記
載する表のとおり

北木屋Ｉ
八女市黒木町北木屋（別紙
図面162に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面162に記
載する表のとおり

荒谷⒜－１
八女市黒木町北木屋（別紙
図面163に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面163に記
載する表のとおり

荒谷⒜－３
八女市黒木町北木屋（別紙
図面164に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面164に記
載する表のとおり

荒谷⒜－２
八女市黒木町北木屋（別紙
図面165に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面165に記
載する表のとおり

荒谷⒜－５
八女市黒木町北木屋（別紙
図面166に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面166に記
載する表のとおり

荒谷⒜－４
八女市黒木町北木屋（別紙
図面167に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面167に記
載する表のとおり

北木屋Ｋ
八女市黒木町北木屋（別紙
図面168に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面168に記
載する表のとおり

北木屋Ｌ
八女市黒木町北木屋（別紙
図面169に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面169に記
載する表のとおり

北木屋Ｊ
八女市黒木町北木屋（別紙
図面170に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面170に記
載する表のとおり

馬渡⒜
八女市黒木町北木屋（別紙
図面145に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面145に記
載する表のとおり

馬渡－１
八女市黒木町北木屋（別紙
図面146に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面146に記
載する表のとおり

馬渡－２
八女市黒木町北木屋（別紙
図面147に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面147に記
載する表のとおり

馬渡－４
八女市黒木町北木屋（別紙
図面148に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面148に記
載する表のとおり

馬渡－５
八女市黒木町北木屋（別紙
図面149に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面149に記
載する表のとおり

馬渡－６
八女市黒木町北木屋（別紙
図面150に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面150に記
載する表のとおり

馬渡－３
八女市黒木町北木屋（別紙
図面151に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面151に記
載する表のとおり

馬渡－７
八女市黒木町北木屋（別紙
図面152に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面152に記
載する表のとおり

馬渡－８
八女市黒木町北木屋（別紙
図面153に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面153に記
載する表のとおり

馬渡－９
八女市黒木町北木屋（別紙
図面154に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面154に記
載する表のとおり

北木屋Ｎ
八女市黒木町北木屋（別紙
図面155に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面155に記
載する表のとおり

北木屋Ｍ
八女市黒木町北木屋（別紙
図面156に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面156に記
載する表のとおり

大梅
八女市黒木町北木屋（別紙
図面157に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面157に記
載する表のとおり
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寄谷－１
八女市黒木町大淵（別紙
図面184に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面184に記
載する表のとおり

寄谷－２
八女市黒木町大淵（別紙
図面185に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面185に記
載する表のとおり

四条野－２
八女市黒木町木屋（別紙
図面186に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面186に記
載する表のとおり

女郎岳
八女市黒木町木屋（別紙
図面187に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面187に記
載する表のとおり

木屋
八女市黒木町木屋（別紙
図面188に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面188に記
載する表のとおり

木屋－２
八女市黒木町木屋（別紙
図面189に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面189に記
載する表のとおり

長城－２
八女市黒木町木屋（別紙
図面190に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面190に記
載する表のとおり

長城－１
八女市黒木町木屋（別紙
図面191に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面191に記
載する表のとおり

正牟田
八女市黒木町木屋（別紙
図面192に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面192に記
載する表のとおり

原⒜－３
八女市黒木町木屋（別紙
図面193に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面193に記
載する表のとおり

原⒜－２
八女市黒木町木屋（別紙
図面194に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面194に記
載する表のとおり

原⒜－４
八女市黒木町木屋（別紙
図面195に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面195に記
載する表のとおり

原⒜－１
八女市黒木町木屋（別紙
図面196に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面196に記
載する表のとおり

剣持⒝－２
八女市黒木町大淵（別紙
図面171に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面171に記
載する表のとおり

剣持⒝－１
八女市黒木町大淵（別紙
図面172に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面172に記
載する表のとおり

剣持－１
八女市黒木町大淵（別紙
図面173に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面173に記
載する表のとおり

剣持－３
八女市黒木町大淵（別紙
図面174に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面174に記
載する表のとおり

剣持－２
八女市黒木町大淵（別紙
図面175に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面175に記
載する表のとおり

剣持⒜－２
八女市黒木町大淵（別紙
図面176に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面176に記
載する表のとおり

剣持⒜－１
八女市黒木町大淵（別紙
図面177に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面177に記
載する表のとおり

無田⒜－２
八女市黒木町大淵（別紙
図面178に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面178に記
載する表のとおり

無田⒜－１
八女市黒木町大淵（別紙
図面179に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面179に記
載する表のとおり

無田⒝－２
八女市黒木町大淵（別紙
図面180に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面180に記
載する表のとおり

無田⒝－１
八女市黒木町大淵（別紙
図面181に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面181に記
載する表のとおり

無田⒝－４
八女市黒木町大淵（別紙
図面182に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面182に記
載する表のとおり

無田⒝－３
八女市黒木町大淵（別紙
図面183に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面183に記
載する表のとおり
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渡内－３
八女市黒木町木屋（別紙
図面210に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面210に記
載する表のとおり

渡内－２
八女市黒木町木屋（別紙
図面211に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面211に記
載する表のとおり

渡内－１
八女市黒木町木屋（別紙
図面212に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面212に記
載する表のとおり

鹿子生－１
八女市黒木町鹿子生（別紙
図面213に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面213に記
載する表のとおり

鹿子生－２
八女市黒木町鹿子生（別紙
図面214に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面214に記
載する表のとおり

鹿子生－３
八女市黒木町鹿子生（別紙
図面215に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面215に記
載する表のとおり

一ノ渡瀬－１
八女市黒木町土窪及び木屋
（別紙図面216に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面216に記
載する表のとおり

一ノ渡瀬－２
八女市黒木町土窪及び木屋
（別紙図面217に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面217に記
載する表のとおり

栗林⒝－１
八女市黒木町土窪及び木屋
（別紙図面218に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面218に記
載する表のとおり

栗林⒝－２
八女市黒木町土窪（別紙
図面219に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面219に記
載する表のとおり

栗林⒝－３
八女市黒木町土窪及び木屋
（別紙図面220に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面220に記
載する表のとおり

栗林⒜
八女市黒木町土窪（別紙
図面221に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面221に記
載する表のとおり

四条野－１
八女市黒木町木屋（別紙
図面222に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面222に記
載する表のとおり

原⒝
八女市黒木町木屋（別紙
図面197に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面197に記
載する表のとおり

神露渕⒣－２
八女市黒木町木屋（別紙
図面198に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面198に記
載する表のとおり

神露渕⒣－１
八女市黒木町木屋（別紙
図面199に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面199に記
載する表のとおり

神露渕⒠
八女市黒木町木屋（別紙
図面200に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面200に記
載する表のとおり

神露渕⒢
八女市黒木町木屋（別紙
図面201に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面201に記
載する表のとおり

神露渕⒜
八女市黒木町木屋（別紙
図面202に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面202に記
載する表のとおり

神露渕⒞－４
八女市黒木町木屋（別紙
図面203に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面203に記
載する表のとおり

神露渕⒞－１
八女市黒木町木屋（別紙
図面204に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面204に記
載する表のとおり

神露渕⒞－２
八女市黒木町木屋（別紙
図面205に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面205に記
載する表のとおり

神露渕⒞－３
八女市黒木町木屋（別紙
図面206に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面206に記
載する表のとおり

神露渕⒝－２
八女市黒木町木屋（別紙
図面207に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面207に記
載する表のとおり

神露渕⒝－１
八女市黒木町木屋（別紙
図面208に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面208に記
載する表のとおり

渡内－４
八女市黒木町木屋（別紙
図面209に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面209に記
載する表のとおり
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　福岡県告示第192号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第６条第１項の規定に基づき、次の土地の区域を土砂災害警戒区域として指定す

る。

　　平成26年３月11日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

豊岡沢 宗像市地島（別紙図面１に示す区域のとおり） 土石流

豊岡谷 宗像市地島（別紙図面２に示す区域のとおり） 土石流

秡川⑵ 宗像市上八及び鐘崎（別紙図面３に示す区域の
とおり） 土石流

秡川⑴ 宗像市上八及び鐘崎（別紙図面４に示す区域の
とおり） 土石流

平原川 宗像市上八（別紙図面５に示す区域のとおり） 土石流

平原谷 宗像市上八及び鐘崎（別紙図面６に示す区域の
とおり） 土石流

あみだ川 宗像市上八及び鐘崎（別紙図面７に示す区域の
とおり） 土石流

あみだ谷 宗像市上八及び鐘崎（別紙図面８に示す区域の
とおり） 土石流

門前川 宗像市上八（別紙図面９に示す区域のとおり） 土石流

依岳谷 宗像市田野（別紙図面10に示す区域のとおり） 土石流

名見川 宗像市田野（別紙図面11に示す区域のとおり） 土石流

諸見川玉谷 宗像市池田（別紙図面12に示す区域のとおり） 土石流

畑谷⑴ 宗像市池田（別紙図面13に示す区域のとおり） 土石流

畑谷⑵ 宗像市池田（別紙図面14に示す区域のとおり） 土石流

石原谷 宗像市池田（別紙図面15に示す区域のとおり） 土石流

根石川 宗像市池田（別紙図面16に示す区域のとおり） 土石流

池田Ａ 宗像市池田（別紙図面17に示す区域のとおり） 土石流

峠沢 宗像市池田（別紙図面18に示す区域のとおり） 土石流

峠谷 宗像市池田（別紙図面19に示す区域のとおり） 土石流

孔大寺谷⑴ 宗像市池田（別紙図面20に示す区域のとおり） 土石流

孔大寺谷⑵ 宗像市池田（別紙図面21に示す区域のとおり） 土石流

梛野谷 宗像市池田（別紙図面22に示す区域のとおり） 土石流

北大王寺谷 宗像市池田（別紙図面23に示す区域のとおり） 土石流

梛野川 宗像市池田（別紙図面24に示す区域のとおり） 土石流

上大王寺川 宗像市池田（別紙図面25に示す区域のとおり） 土石流

山上谷⑴ 宗像市吉田（別紙図面26に示す区域のとおり） 土石流

山上谷⑸ 宗像市吉田（別紙図面27に示す区域のとおり） 土石流

山上谷⑷ 宗像市吉田（別紙図面28に示す区域のとおり） 土石流

山上谷⑶ 宗像市吉田（別紙図面29に示す区域のとおり） 土石流

山上谷⑵ 宗像市吉田（別紙図面30に示す区域のとおり） 土石流

向谷 宗像市吉田（別紙図面31に示す区域のとおり） 土石流

吉田谷 宗像市吉田（別紙図面32に示す区域のとおり） 土石流
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豊岡 宗像市地島（別紙図面52に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

地島小学校 宗像市地島（別紙図面53に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

泊⑵－２ 宗像市地島（別紙図面54に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

泊⑵－１ 宗像市地島（別紙図面55に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

泊⒜ 宗像市地島（別紙図面56に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

泊⒝ 宗像市地島（別紙図面57に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

泊 宗像市地島（別紙図面58に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

京泊 宗像市鐘崎（別紙図面59に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

深浜－２ 宗像市鐘崎（別紙図面60に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

深浜－３ 宗像市鐘崎（別紙図面61に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

深浜－４ 宗像市鐘崎（別紙図面62に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

深浜－１ 宗像市鐘崎（別紙図面63に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

秡川⒜ 宗像市鐘崎（別紙図面64に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

秡川⒝ 宗像市鐘崎（別紙図面65に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

平原 宗像市上八（別紙図面66に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

上八 宗像市上八（別紙図面67に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

中原⒝ 宗像市上八（別紙図面68に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

中原⒞ 宗像市上八（別紙図面69に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

中原⒜ 宗像市上八（別紙図面70に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

三条谷 宗像市多禮（別紙図面33に示す区域のとおり） 土石流

柚木谷 宗像市多禮（別紙図面34に示す区域のとおり） 土石流

大谷川⑷ 宗像市田島（別紙図面35に示す区域のとおり） 土石流

大谷川⑶ 宗像市田島（別紙図面36に示す区域のとおり） 土石流

大谷川⑵ 宗像市田島（別紙図面37に示す区域のとおり） 土石流

大谷川⑴ 宗像市田島（別紙図面38に示す区域のとおり） 土石流

宿谷沢 宗像市田島（別紙図面39に示す区域のとおり） 土石流

上殿谷 宗像市田島（別紙図面40に示す区域のとおり） 土石流

本村谷 宗像市田島（別紙図面41に示す区域のとおり） 土石流

片脇谷 宗像市田島（別紙図面42に示す区域のとおり） 土石流

吹浦谷 宗像市田島（別紙図面43に示す区域のとおり） 土石流

深田谷⑶ 宗像市深田及び牟田尻（別紙図面44に示す区域
のとおり） 土石流

深田谷⑵ 宗像市深田及び牟田尻（別紙図面45に示す区域
のとおり） 土石流

深田谷⑴ 宗像市深田及び牟田尻（別紙図面46に示す区域
のとおり） 土石流

田子浦 宗像市深田（別紙図面47に示す区域のとおり） 土石流

水上谷 宗像市深田（別紙図面48に示す区域のとおり） 土石流

下谷 宗像市牟田尻（別紙図面49に示す区域のとお
り） 土石流

前川⑴ 宗像市牟田尻（別紙図面50に示す区域のとお
り） 土石流

深田谷⑷ 宗像市牟田尻及び深田（別紙図面51に示す区域
のとおり） 土石流
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池田⒜ 宗像市池田（別紙図面90に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

池田⒝ 宗像市池田（別紙図面91に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

野田⒜－１ 宗像市池田（別紙図面92に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

野田⒜－２ 宗像市池田（別紙図面93に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

野田⒝ 宗像市池田（別紙図面94に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

池田Ｄ 宗像市池田（別紙図面95に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

椰野⒡ 宗像市池田（別紙図面96に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

椰野⒝ 宗像市池田（別紙図面97に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

椰野⒟ 宗像市池田（別紙図面98に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

椰野⒠ 宗像市池田（別紙図面99に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

上大王寺⒜ 宗像市池田（別紙図面100に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

池田Ｇ 宗像市池田（別紙図面101に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

上大王寺⒝ 宗像市池田（別紙図面102に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

上大王寺 宗像市池田（別紙図面103に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

池田Ｉ 宗像市池田、公園通り２丁目及び公園通り３丁
目（別紙図面104に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

下大王寺 宗像市池田（別紙図面105に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

池田Ｈ 宗像市池田（別紙図面106に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

池田⒟ 宗像市池田及び江口（別紙図面107に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

池田⒞ 宗像市池田及び江口（別紙図面108に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

今門 宗像市上八（別紙図面71に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

元末⒝ 宗像市上八（別紙図面72に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

元末⒜ 宗像市上八（別紙図面73に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

石川 宗像市田野（別紙図面74に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

名見 宗像市田野（別紙図面75に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

池田Ｂ 宗像市田野（別紙図面76に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

田野Ａ 宗像市田野（別紙図面77に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

坂名⒜ 宗像市池田（別紙図面78に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

坂名⒝ 宗像市池田（別紙図面79に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

坂名⒞ 宗像市池田（別紙図面80に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

木原⒜ 宗像市池田（別紙図面81に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

木原⒝ 宗像市池田（別紙図面82に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

椰野⒜ 宗像市池田（別紙図面83に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

椰野⒞ 宗像市池田（別紙図面84に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

石原⒜ 宗像市池田（別紙図面85に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

石原⒝ 宗像市池田（別紙図面86に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

池田Ｅ 宗像市池田（別紙図面87に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

池田Ｆ 宗像市池田（別紙図面88に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

池田Ｃ 宗像市池田（別紙図面89に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊
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上小路 宗像市吉田（別紙図面128に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

吉田⒝ 宗像市吉田及び江口（別紙図面129に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

吉田⒜ 宗像市吉田及び江口（別紙図面130に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

向 宗像市吉田（別紙図面131に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

吉田Ａ 宗像市吉田（別紙図面132に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

向－１ 宗像市吉田（別紙図面133に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

向－２ 宗像市吉田（別紙図面134に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

川端－３ 宗像市吉田（別紙図面135に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

川端－１ 宗像市吉田（別紙図面136に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

川端－２ 宗像市吉田（別紙図面137に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

川端－４ 宗像市吉田（別紙図面138に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

多禮－１ 宗像市吉田及び多禮（別紙図面139に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

多禮－２ 宗像市多禮（別紙図面140に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

多禮－３ 宗像市多禮（別紙図面141に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

多禮－４ 宗像市多禮（別紙図面142に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

多禮Ａ 宗像市多禮（別紙図面143に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

岩ケ鼻⒜ 宗像市多禮（別紙図面144に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

岩ヶ鼻－２ 宗像市多禮（別紙図面145に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

岩ヶ鼻－１ 宗像市多禮（別紙図面146に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

神原⒝ 宗像市江口（別紙図面109に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

江口Ｂ 宗像市江口（別紙図面110に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

江口Ｃ 宗像市江口（別紙図面111に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

江口Ａ 宗像市江口（別紙図面112に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

江口Ｄ 宗像市江口（別紙図面113に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

神原⒜ 宗像市江口（別紙図面114に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

神原⒞ 宗像市江口及び吉田（別紙図面115に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

江口⒝ 宗像市江口（別紙図面116に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

江口Ｅ－２ 宗像市江口（別紙図面117に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

江口Ｅ－１ 宗像市江口（別紙図面118に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

原A－１ 宗像市江口（別紙図面119に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

原A－２ 宗像市江口（別紙図面120に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

原B－１ 宗像市江口（別紙図面121に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

原B－２ 宗像市江口（別紙図面122に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

山の上 宗像市吉田（別紙図面123に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

山の上⒝ 宗像市吉田（別紙図面124に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

山の上⑵ 宗像市吉田（別紙図面125に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

下小路－２ 宗像市吉田（別紙図面126に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

下小路－１ 宗像市吉田（別紙図面127に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊
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宿の谷－１ 宗像市田島（別紙図面166に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

宿谷－２ 宗像市田島（別紙図面167に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

宿の谷－２ 宗像市田島（別紙図面168に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

宿谷－１ 宗像市田島（別紙図面169に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

宿谷⒡ 宗像市田島及び深田（別紙図面170に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

宿谷⒟ 宗像市田島（別紙図面171に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

宿谷⒞－１ 宗像市田島及び深田（別紙図面172に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

田島Ａ－２ 宗像市田島（別紙図面173に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

田島Ａ－１ 宗像市田島（別紙図面174に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

宿谷⒞－２ 宗像市田島（別紙図面175に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

山下－３ 宗像市田島（別紙図面176に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

山下－４ 宗像市田島（別紙図面177に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

山下－２ 宗像市田島（別紙図面178に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

本村⑶ 宗像市田島（別紙図面179に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

片脇⑴ 宗像市田島（別紙図面180に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

片脇⑵ 宗像市田島（別紙図面181に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

片脇⒝ 宗像市田島（別紙図面182に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

片脇⒜ 宗像市田島（別紙図面183に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

田島Ｅ 宗像市田島（別紙図面184に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

岩ヶ鼻－３ 宗像市多禮（別紙図面147に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

岩ケ鼻⒞ 宗像市多禮（別紙図面148に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

久保谷 宗像市多禮（別紙図面149に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

柚木⒜－１ 宗像市多禮（別紙図面150に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

柚木⒜－２ 宗像市多禮（別紙図面151に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

柚木⒝ 宗像市多禮（別紙図面152に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

上多禮－１ 宗像市多禮（別紙図面153に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

上多禮⒜ 宗像市多禮（別紙図面154に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

上多禮－２ 宗像市多禮（別紙図面155に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

上多禮⒝－１ 宗像市多禮（別紙図面156に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

上多禮⒝－２ 宗像市多禮（別紙図面157に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

田島Ｃ 宗像市田島（別紙図面158に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

田島Ｂ－１ 宗像市田島（別紙図面159に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

田島Ｂ－２ 宗像市田島（別紙図面160に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

宿谷⒠ 宗像市田島（別紙図面161に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

宿谷⒝ 宗像市田島（別紙図面162に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

田島Ｄ－１ 宗像市田島（別紙図面163に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

宿谷⒜ 宗像市田島（別紙図面164に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

田島Ｄ－２ 宗像市田島（別紙図面165に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊
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　備考　別紙図面は省略し、その図面を宗像市役所に備え置いて縦覧に供する。

　福岡県告示第193号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第８条第１項の規定に基づき、次の土地の区域を土砂災害特別警戒区域として指

定する。

　　平成26年３月11日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

上中⒞－２ 宗像市神湊（別紙図面204に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

上中⒞－１ 宗像市神湊（別紙図面205に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

上中⒝ 宗像市神湊（別紙図面206に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

上中⒟ 宗像市神湊（別紙図面207に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

上中⒜ 宗像市神湊（別紙図面208に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

神湊⒝ 宗像市神湊（別紙図面209に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

神湊⒜ 宗像市神湊（別紙図面210に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

井牟田 宗像市神湊及び福津市勝浦（別紙図面211に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

昭和町⒠ 宗像市神湊及び福津市勝浦（別紙図面212に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

昭和町⒟ 宗像市神湊及び福津市勝浦（別紙図面213に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

昭和町⒞ 宗像市神湊及び福津市勝浦（別紙図面214に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

神湊Ａ 宗像市神湊及び福津市勝浦（別紙図面215に示
す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

下小路 宗像市吉田（別紙図面216に示す区域のとお
り） 地滑り

吹浦⒝ 宗像市田島（別紙図面185に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

吹浦⒞ 宗像市田島（別紙図面186に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

吹浦⒜－１ 宗像市田島（別紙図面187に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

吹浦⒜－２ 宗像市田島（別紙図面188に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

田島 宗像市田島（別紙図面189に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

田島Ｆ 宗像市田島（別紙図面190に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

樽原 宗像市田島（別紙図面191に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

荒開 宗像市深田（別紙図面192に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

小路⒝ 宗像市深田（別紙図面193に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

寿美 宗像市深田（別紙図面194に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

深田Ａ 宗像市深田（別紙図面195に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

深田Ｂ 宗像市深田（別紙図面196に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

牟田尻⒝ 宗像市牟田尻（別紙図面197に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

牟田尻⒞－３ 宗像市牟田尻（別紙図面198に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

牟田尻⒞－２ 宗像市牟田尻（別紙図面199に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

牟田尻⒞－１ 宗像市牟田尻（別紙図面200に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

昭和町 宗像市神湊（別紙図面201に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

昭和町⒜ 宗像市神湊（別紙図面202に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊

昭和町⒝ 宗像市神湊（別紙図面203に示す区域のとお
り） 急傾斜地の崩壊
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区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

自然現象により建
築物に作用すると
想定される衝撃に
関する事項

豊岡沢 宗像市地島（別紙図面１に
示す区域のとおり） 土石流

別紙図面１に記載
する表のとおり

豊岡谷 宗像市地島（別紙図面２に
示す区域のとおり） 土石流

別紙図面２に記載
する表のとおり

秡川⑵
宗像市上八及び鐘崎（別紙
図面３に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面３に記載
する表のとおり

秡川⑴
宗像市上八及び鐘崎（別紙
図面４に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面４に記載
する表のとおり

平原川 宗像市上八（別紙図面５に
示す区域のとおり） 土石流

別紙図面５に記載
する表のとおり

あみだ川
宗像市上八及び鐘崎（別紙
図面７に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面７に記載
する表のとおり

あみだ谷
宗像市上八及び鐘崎（別紙
図面８に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面８に記載
する表のとおり

門前川 宗像市上八（別紙図面９に
示す区域のとおり） 土石流

別紙図面９に記載
する表のとおり

依岳谷 宗像市田野（別紙図面10に
示す区域のとおり） 土石流

別紙図面10に記載
する表のとおり

諸見川玉谷 宗像市池田（別紙図面12に
示す区域のとおり） 土石流

別紙図面12に記載
する表のとおり

畑谷⑴ 宗像市池田（別紙図面13に
示す区域のとおり） 土石流

別紙図面13に記載
する表のとおり

畑谷⑵ 宗像市池田（別紙図面14に
示す区域のとおり） 土石流

別紙図面14に記載
する表のとおり

石原谷 宗像市池田（別紙図面15に
示す区域のとおり） 土石流

別紙図面15に記載
する表のとおり

池田Ａ 宗像市池田（別紙図面17に
示す区域のとおり） 土石流

別紙図面17に記載
する表のとおり

峠沢 宗像市池田（別紙図面18に
示す区域のとおり） 土石流

別紙図面18に記載
する表のとおり

峠谷 宗像市池田（別紙図面19に
示す区域のとおり） 土石流

別紙図面19に記載
する表のとおり

北大王寺谷 宗像市池田（別紙図面23に
示す区域のとおり） 土石流

別紙図面23に記載
する表のとおり

山上谷⑴ 宗像市吉田（別紙図面26に
示す区域のとおり） 土石流

別紙図面26に記載
する表のとおり

山上谷⑸ 宗像市吉田（別紙図面27に
示す区域のとおり） 土石流

別紙図面27に記載
する表のとおり

山上谷⑷ 宗像市吉田（別紙図面28に
示す区域のとおり） 土石流

別紙図面28に記載
する表のとおり

山上谷⑶ 宗像市吉田（別紙図面29に
示す区域のとおり） 土石流

別紙図面29に記載
する表のとおり

山上谷⑵ 宗像市吉田（別紙図面30に
示す区域のとおり） 土石流

別紙図面30に記載
する表のとおり

三条谷 宗像市多禮（別紙図面33に
示す区域のとおり） 土石流

別紙図面33に記載
する表のとおり

柚木谷 宗像市多禮（別紙図面34に
示す区域のとおり） 土石流

別紙図面34に記載
する表のとおり

大谷川⑷ 宗像市田島（別紙図面35に
示す区域のとおり） 土石流

別紙図面35に記載
する表のとおり

大谷川⑶ 宗像市田島（別紙図面36に
示す区域のとおり） 土石流

別紙図面36に記載
する表のとおり

大谷川⑵ 宗像市田島（別紙図面37に
示す区域のとおり） 土石流

別紙図面37に記載
する表のとおり

大谷川⑴ 宗像市田島（別紙図面38に
示す区域のとおり） 土石流

別紙図面38に記載
する表のとおり

宿谷沢 宗像市田島（別紙図面39に
示す区域のとおり） 土石流

別紙図面39に記載
する表のとおり

本村谷 宗像市田島（別紙図面41に
示す区域のとおり） 土石流

別紙図面41に記載
する表のとおり

片脇谷 宗像市田島（別紙図面42に
示す区域のとおり） 土石流

別紙図面42に記載
する表のとおり

吹浦谷 宗像市田島（別紙図面43に
示す区域のとおり） 土石流

別紙図面43に記載
する表のとおり

深田谷⑶
宗像市深田及び牟田尻（別
紙図面44に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面44に記載
する表のとおり
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深田谷⑵
宗像市深田及び牟田尻（別
紙図面45に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面45に記載
する表のとおり

深田谷⑴
宗像市深田及び牟田尻（別
紙図面46に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面46に記載
する表のとおり

田子浦 宗像市深田（別紙図面47に
示す区域のとおり） 土石流

別紙図面47に記載
する表のとおり

水上谷 宗像市深田（別紙図面48に
示す区域のとおり） 土石流

別紙図面48に記載
する表のとおり

前川⑴ 宗像市牟田尻（別紙図面50
に示す区域のとおり） 土石流

別紙図面50に記載
する表のとおり

深田谷⑷
宗像市牟田尻及び深田（別
紙図面51に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面51に記載
する表のとおり

豊岡 宗像市地島（別紙図面52に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面52に記載
する表のとおり

地島小学校 宗像市地島（別紙図面53に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面53に記載
する表のとおり

泊⑵－２ 宗像市地島（別紙図面54に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面54に記載
する表のとおり

泊⑵－１ 宗像市地島（別紙図面55に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面55に記載
する表のとおり

泊⒜ 宗像市地島（別紙図面56に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面56に記載
する表のとおり

泊⒝ 宗像市地島（別紙図面57に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面57に記載
する表のとおり

泊 宗像市地島（別紙図面58に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面58に記載
する表のとおり

京泊 宗像市鐘崎（別紙図面59に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面59に記載
する表のとおり

深浜－２ 宗像市鐘崎（別紙図面60に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面60に記載
する表のとおり

深浜－３ 宗像市鐘崎（別紙図面61に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面61に記載
する表のとおり

深浜－４ 宗像市鐘崎（別紙図面62に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面62に記載
する表のとおり

秡川⒜ 宗像市鐘崎（別紙図面64に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面64に記載
する表のとおり

秡川⒝ 宗像市鐘崎（別紙図面65に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面65に記載
する表のとおり

平原 宗像市上八（別紙図面66に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面66に記載
する表のとおり

上八 宗像市上八（別紙図面67に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面67に記載
する表のとおり

中原⒝ 宗像市上八（別紙図面68に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面68に記載
する表のとおり

中原⒞ 宗像市上八（別紙図面69に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面69に記載
する表のとおり

中原⒜ 宗像市上八（別紙図面70に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面70に記載
する表のとおり

今門 宗像市上八（別紙図面71に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面71に記載
する表のとおり

元末⒝ 宗像市上八（別紙図面72に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面72に記載
する表のとおり

元末⒜ 宗像市上八（別紙図面73に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面73に記載
する表のとおり

石川 宗像市田野（別紙図面74に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面74に記載
する表のとおり

名見 宗像市田野（別紙図面75に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面75に記載
する表のとおり

池田Ｂ 宗像市田野（別紙図面76に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面76に記載
する表のとおり

田野Ａ 宗像市田野（別紙図面77に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面77に記載
する表のとおり

坂名⒜ 宗像市池田（別紙図面78に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面78に記載
する表のとおり

坂名⒝ 宗像市池田（別紙図面79に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面79に記載
する表のとおり

坂名⒞ 宗像市池田（別紙図面80に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面80に記載
する表のとおり

木原⒜ 宗像市池田（別紙図面81に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面81に記載
する表のとおり

木原⒝ 宗像市池田（別紙図面82に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面82に記載
する表のとおり
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椰野⒜ 宗像市池田（別紙図面83に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面83に記載
する表のとおり

椰野⒞ 宗像市池田（別紙図面84に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面84に記載
する表のとおり

石原⒜ 宗像市池田（別紙図面85に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面85に記載
する表のとおり

石原⒝ 宗像市池田（別紙図面86に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面86に記載
する表のとおり

池田Ｅ 宗像市池田（別紙図面87に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面87に記載
する表のとおり

池田Ｆ 宗像市池田（別紙図面88に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面88に記載
する表のとおり

池田Ｃ 宗像市池田（別紙図面89に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面89に記載
する表のとおり

池田⒜ 宗像市池田（別紙図面90に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面90に記載
する表のとおり

池田⒝ 宗像市池田（別紙図面91に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面91に記載
する表のとおり

野田⒜－１ 宗像市池田（別紙図面92に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面92に記載
する表のとおり

野田⒜－２ 宗像市池田（別紙図面93に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面93に記載
する表のとおり

野田⒝ 宗像市池田（別紙図面94に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面94に記載
する表のとおり

池田Ｄ 宗像市池田（別紙図面95に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面95に記載
する表のとおり

椰野⒝ 宗像市池田（別紙図面97に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面97に記載
する表のとおり

椰野⒟ 宗像市池田（別紙図面98に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面98に記載
する表のとおり

椰野⒠ 宗像市池田（別紙図面99に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面99に記載
する表のとおり

上大王寺⒜ 宗像市池田（別紙図面100
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面100に記
載する表のとおり

上大王寺⒝ 宗像市池田（別紙図面102
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面102に記
載する表のとおり

上大王寺 宗像市池田（別紙図面103
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面103に記
載する表のとおり

池田Ｉ

宗像市池田、公園通り２丁
目及び公園通り３丁目（別
紙図面104に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊

別紙図面104に記
載する表のとおり

下大王寺 宗像市池田（別紙図面105
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面105に記
載する表のとおり

池田Ｈ 宗像市池田（別紙図面106
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面106に記
載する表のとおり

池田⒟
宗像市池田及び江口（別紙
図面107に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面107に記
載する表のとおり

池田⒞
宗像市池田及び江口（別紙
図面108に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面108に記
載する表のとおり

神原⒝ 宗像市江口（別紙図面109
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面109に記
載する表のとおり

江口Ｂ 宗像市江口（別紙図面110
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面110に記
載する表のとおり

江口Ｃ 宗像市江口（別紙図面111
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面111に記
載する表のとおり

江口Ａ 宗像市江口（別紙図面112
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面112に記
載する表のとおり

江口Ｄ 宗像市江口（別紙図面113
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面113に記
載する表のとおり

神原⒜ 宗像市江口（別紙図面114
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面114に記
載する表のとおり

神原⒞
宗像市江口及び吉田（別紙
図面115に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面115に記
載する表のとおり

江口⒝ 宗像市江口（別紙図面116
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面116に記
載する表のとおり

江口Ｅ－２ 宗像市江口（別紙図面117
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面117に記
載する表のとおり

江口Ｅ－１ 宗像市江口（別紙図面118
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面118に記
載する表のとおり

原A－２ 宗像市江口（別紙図面120
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面120に記
載する表のとおり

原B－２ 宗像市江口（別紙図面122
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面122に記
載する表のとおり
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山の上 宗像市吉田（別紙図面123
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面123に記
載する表のとおり

山の上⒝ 宗像市吉田（別紙図面124
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面124に記
載する表のとおり

山の上⑵ 宗像市吉田（別紙図面125
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面125に記
載する表のとおり

下小路－２ 宗像市吉田（別紙図面126
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面126に記
載する表のとおり

下小路－１ 宗像市吉田（別紙図面127
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面127に記
載する表のとおり

上小路 宗像市吉田（別紙図面128
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面128に記
載する表のとおり

吉田⒝
宗像市吉田及び江口（別紙
図面129に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面129に記
載する表のとおり

吉田⒜
宗像市吉田及び江口（別紙
図面130に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面130に記
載する表のとおり

向 宗像市吉田（別紙図面131
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面131に記

載する表のとおり

吉田Ａ 宗像市吉田（別紙図面132
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面132に記

載する表のとおり

向－１ 宗像市吉田（別紙図面133
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面133に記

載する表のとおり

向－２ 宗像市吉田（別紙図面134
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面134に記

載する表のとおり

川端－３ 宗像市吉田（別紙図面135
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面135に記

載する表のとおり

川端－１ 宗像市吉田（別紙図面136
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面136に記

載する表のとおり

川端－２ 宗像市吉田（別紙図面137
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面137に記

載する表のとおり

川端－４ 宗像市吉田（別紙図面138
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面138に記

載する表のとおり

多禮－１
宗像市吉田及び多禮（別紙
図面139に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面139に記
載する表のとおり

多禮－２ 宗像市多禮（別紙図面140
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面140に記
載する表のとおり

多禮－３ 宗像市多禮（別紙図面141
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面141に記
載する表のとおり

多禮－４ 宗像市多禮（別紙図面142
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面142に記
載する表のとおり

多禮Ａ 宗像市多禮（別紙図面143
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面143に記
載する表のとおり

岩ケ鼻⒜ 宗像市多禮（別紙図面144
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面144に記
載する表のとおり

岩ヶ鼻－２ 宗像市多禮（別紙図面145
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面145に記
載する表のとおり

岩ヶ鼻－１ 宗像市多禮（別紙図面146
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面146に記
載する表のとおり

岩ヶ鼻－３ 宗像市多禮（別紙図面147
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面147に記
載する表のとおり

岩ケ鼻⒞ 宗像市多禮（別紙図面148
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面148に記
載する表のとおり

久保谷 宗像市多禮（別紙図面149
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面149に記
載する表のとおり

柚木⒜－１ 宗像市多禮（別紙図面150
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面150に記
載する表のとおり

柚木⒜－２ 宗像市多禮（別紙図面151
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面151に記
載する表のとおり

柚木⒝ 宗像市多禮（別紙図面152
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面152に記
載する表のとおり

上多禮－１ 宗像市多禮（別紙図面153
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面153に記
載する表のとおり

上多禮⒜ 宗像市多禮（別紙図面154
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面154に記
載する表のとおり

上多禮－２ 宗像市多禮（別紙図面155
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面155に記
載する表のとおり

上多禮⒝－１ 宗像市多禮（別紙図面156
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面156に記
載する表のとおり

上多禮⒝－２ 宗像市多禮（別紙図面157
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面157に記
載する表のとおり

田島Ｃ 宗像市田島（別紙図面158
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面158に記
載する表のとおり

田島Ｂ－１ 宗像市田島（別紙図面159
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面159に記
載する表のとおり
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田島Ｂ－２ 宗像市田島（別紙図面160
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面160に記
載する表のとおり

宿谷⒠ 宗像市田島（別紙図面161
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面161に記
載する表のとおり

宿谷⒝ 宗像市田島（別紙図面162
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面162に記
載する表のとおり

田島Ｄ－１ 宗像市田島（別紙図面163
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面163に記
載する表のとおり

宿谷⒜ 宗像市田島（別紙図面164
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面164に記
載する表のとおり

田島Ｄ－２ 宗像市田島（別紙図面165
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面165に記
載する表のとおり

宿の谷－１ 宗像市田島（別紙図面166
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面166に記
載する表のとおり

宿谷－２ 宗像市田島（別紙図面167
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面167に記
載する表のとおり

宿の谷－２ 宗像市田島（別紙図面168
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面168に記
載する表のとおり

宿谷－１ 宗像市田島（別紙図面169
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面169に記
載する表のとおり

宿谷⒡
宗像市田島及び深田（別紙
図面170に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面170に記
載する表のとおり

宿谷⒟ 宗像市田島（別紙図面171
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面171に記
載する表のとおり

宿谷⒞－１
宗像市田島及び深田（別紙
図面172に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面172に記
載する表のとおり

田島Ａ－２ 宗像市田島（別紙図面173
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面173に記
載する表のとおり

田島Ａ－１ 宗像市田島（別紙図面174
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面174に記
載する表のとおり

宿谷⒞－２ 宗像市田島（別紙図面175
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面175に記
載する表のとおり

山下－３ 宗像市田島（別紙図面176
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面176に記
載する表のとおり

山下－４ 宗像市田島（別紙図面177
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面177に記
載する表のとおり

山下－２ 宗像市田島（別紙図面178
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面178に記
載する表のとおり

本村⑶ 宗像市田島（別紙図面179
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面179に記
載する表のとおり

片脇⑴ 宗像市田島（別紙図面180
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面180に記
載する表のとおり

片脇⑵ 宗像市田島（別紙図面181
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面181に記
載する表のとおり

片脇⒝ 宗像市田島（別紙図面182
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面182に記
載する表のとおり

片脇⒜ 宗像市田島（別紙図面183
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面183に記
載する表のとおり

田島Ｅ 宗像市田島（別紙図面184
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面184に記
載する表のとおり

吹浦⒝ 宗像市田島（別紙図面185
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面185に記
載する表のとおり

吹浦⒞ 宗像市田島（別紙図面186
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面186に記
載する表のとおり

吹浦⒜－１ 宗像市田島（別紙図面187
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面187に記
載する表のとおり

吹浦⒜－２ 宗像市田島（別紙図面188
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面188に記
載する表のとおり

田島 宗像市田島（別紙図面189
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面189に記
載する表のとおり

田島Ｆ 宗像市田島（別紙図面190
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面190に記
載する表のとおり

樽原 宗像市田島（別紙図面191
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面191に記
載する表のとおり

荒開 宗像市深田（別紙図面192
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面192に記
載する表のとおり

小路⒝ 宗像市深田（別紙図面193
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面193に記
載する表のとおり

寿美 宗像市深田（別紙図面194
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面194に記
載する表のとおり

深田Ａ 宗像市深田（別紙図面195
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面195に記
載する表のとおり

深田Ｂ 宗像市深田（別紙図面196
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

別紙図面196に記
載する表のとおり
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　備考　別紙図面は省略し、その図面を宗像市役所に備え置いて縦覧に供する。

　福岡県告示第194号

　土地収用法（昭和26年法律第219号）第20条の規定に基づき、事業の認定をしたので

、同法第26条第１項の規定により次のように告示する。

　　平成26年３月11日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　起業者の名称

　　大木町

２　事業の種類

　　大木町若宮ふれあい広場保全事業

３　起業地

　⑴　収用の部分

　　　福岡県三潴郡大木町大字大角地内

　⑵　使用の部分

　　　なし

４　事業の認定をした理由

　⑴　土地収用法第20条第１号の要件への適合性について

　　　本件事業は、土地収用法第３条第32号に掲げる「地方公共団体が設置する広場」

に関する事業に該当するため、同法第20条第１号の要件を充足すると判断される。

　⑵　土地収用法第20条第２号の要件への適合性について

　　　本件事業の起業者である大木町は、本件事業を施行する権能を有する主体であり

、大木町土地開発基金により既に財源措置を講じているので、土地収用法第20条第

２号の要件を充足すると判断される。

牟田尻⒝ 宗像市牟田尻（別紙図面
197に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面197に記

載する表のとおり

牟田尻⒞－３ 宗像市牟田尻（別紙図面
198に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面198に記

載する表のとおり

牟田尻⒞－２ 宗像市牟田尻（別紙図面
199に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面199に記

載する表のとおり

牟田尻⒞－１ 宗像市牟田尻（別紙図面
200に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面200に記

載する表のとおり

昭和町 宗像市神湊（別紙図面201
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面201に記

載する表のとおり

昭和町⒜ 宗像市神湊（別紙図面202
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面202に記

載する表のとおり

昭和町⒝ 宗像市神湊（別紙図面203
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面203に記

載する表のとおり

上中⒞－２ 宗像市神湊（別紙図面204
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面204に記

載する表のとおり

上中⒞－１ 宗像市神湊（別紙図面205
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面205に記

載する表のとおり

上中⒝ 宗像市神湊（別紙図面206
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面206に記

載する表のとおり

上中⒟ 宗像市神湊（別紙図面207
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面207に記

載する表のとおり

上中⒜ 宗像市神湊（別紙図面208
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面208に記

載する表のとおり

神湊⒝ 宗像市神湊（別紙図面209
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面209に記

載する表のとおり

神湊⒜ 宗像市神湊（別紙図面210
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊 別紙図面210に記

載する表のとおり

井牟田
宗像市神湊及び福津市勝浦
（別紙図面211に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面211に記
載する表のとおり

昭和町⒠
宗像市神湊及び福津市勝浦
（別紙図面212に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面212に記
載する表のとおり

昭和町⒟
宗像市神湊及び福津市勝浦
（別紙図面213に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面213に記
載する表のとおり

昭和町⒞
宗像市神湊及び福津市勝浦
（別紙図面214に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面214に記
載する表のとおり

神湊Ａ
宗像市神湊及び福津市勝浦
（別紙図面215に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面215に記
載する表のとおり
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28 年アンビシャス広場の体験活動の場としても利用されていることを考慮し、アン

ビシャス広場の活動地区である大角地内の古賀行政区内の土地を新たに取得し広

場として整備する案も考えられるが、造成工事、フェンス等の設置及び家屋の移

転補償費等が必要になることなどから、社会的、技術的及び経済的な面を総合的

に判断すると、本件事業に係る起業地を保全することが最も合理的であると認め

られる。

　　エ　以上のことから、本件事業の施行により得られる公共の利益と失われる利益を

比較衡量すると、得られる公共の利益は失われる利益に優越すると認められる。

　　　したがって、本件事業は、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものと認めら

れるため、土地収用法第20条第３号の要件を充足すると判断される。

　⑷　土地収用法第20条第４号の要件への適合性について

　　　前述のとおり、町北部の地域住民の運動する場及び交流の場として地域住民の絆

を深め、活力ある地域社会の形成の拠点としての機能維持に引続き寄与できること

などから、本件事業を早期に施行する必要性は高いと認められる。

　　　また、起業地の範囲は、本件事業の事業計画に必要な範囲であるものと認められ

、収用の範囲も、本件事業により恒久的に供されるものであることから、収用又は

使用の別についても合理的であると認められる。

　　　したがって、本件事業は、土地を収用する公益上の必要があると認められるため

、土地収用法第20条第４号の要件を充足すると判断される。

　⑸　結論

　　　⑴から⑷までに述べたように、本件事業は土地収用法第20条各号の要件を充足す

るものと判断される。

　　　以上により、大木町から申請のあった大木町若宮ふれあい広場保全事業について

、土地収用法第20条の規定に基づき事業認定をするものである。

５　土地収用法第26条の２に規定する図面の縦覧場所

　　大木町図書・情報センター（生涯学習課）

　福岡県告示第195号

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第18条の２第１項の規定による指定をしたので

　⑶　土地収用法第20条第３号の要件への適合性について

　　　大木町では、平成22年度に策定した第５次大木町総合計画の基本構想の中に定め

る「水と緑輝く環境先進のまち」の分野目標において、公園及び緑地の整備を施策

項目としている。また、第５次大木町総合計画における基本計画においても、町民

一人当たりの公園面積を現状の3.8平方メートルから4.9平方メートルとする将来目

標を定めている。

　　　現在、町の総合的な運動広場施設として、大木町運動公園が町の南西部に設置さ

れ、多くの体育行事が開催されている。しかし、町北部の住民にとって大木町運動

公園は距離が遠いことから気軽に利用できず、特に子どもにとっては利用し難い状

況にある。また、町北部の人口は町全体の人口の約62パーセントを占め、子どもの

数も多く、中でも町北東部の西鉄天神大牟田線の大溝駅周辺に人口が集中している

ことなどから、町北部の住民の運動及び遊びの場が必要となっている。

　　　大木町若宮ふれあい広場は、町北東部の大角地区に昭和60年から民有地を使用貸

借し、広場として町北部の住民がソフトボール等の体育行事、イベント等に利用し

ている。また、大木町若宮ふれあい広場のある大角地区内の古賀行政区は、福岡県

の青少年アンビシャス広場の活動地区であり、当広場は青少年アンビシャス運動の

さまざまな体験活動の場としても活用されている。

　　　本件事業は、土地使用貸借契約を締結し借地で対応していた大木町若宮ふれあい

広場の用地について、土地所有者と使用貸借期間の更新の協議が整わないことから

、地域住民の運動する場及び交流の場の永続的な利用を確保するため、町で用地を

取得することとしたものである。

　　ア　本件事業の施行により得られる利益については、町北部において地域住民の運

動する場及び交流の場が確保でき、また、地域住民の絆を深め、活力ある地域社

会の形成に寄与できるなど、相当の効果が見込まれる。

　　イ　一方、本件事業の施行により失われる利益については、起業者が保護のため特

別の措置を講ずべき動植物、文化財等は見受けられず、既に起業地を大木町若宮

ふれあい広場の用地として利用していることなどから、軽微なものであると考え

られる。

　　ウ　また、本件事業に係る起業地は、運動する場及び交流の場の他に福岡県の青少
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　福岡県告示第19７号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成26年３月11日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第198号

　農林水産大臣から、次のように保安林の指定の解除をしようとする旨の通知を受けた

ので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定により告示する。

　　平成26年３月11日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　解除予定保安林の所在場所

　　田川郡添田町大字落合字仙道山453の27・字葉山664の３（以上２筆国有林）

２　保安林として指定された目的

　　水源の涵
かん

養

３　解除の理由

　　道路用地とするため

、同法第77条の35の５第１項の規定により、指定構造計算適合性判定機関の名称等を次

のように公示する。

　　平成26年３月11日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第196号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定に基づき、平成22年10月福

岡県告示第1580号前原都市計画下水道事業前原公共下水道の事業計画の変更を認可した

ので、同条第２項において準用する同法第62条第１項の規定により次のように告示する

。

　　平成26年３月11日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　施工者の名称

　　糸島市

２　都市計画事業の種類及び名称

　　前原都市計画下水道事業前原公共下水道

３　事業施行期間

　　昭和59年２月14日から平成29年３月31日まで

４　事業地

　⑴　収用の部分

　　　平成22年福岡県告示第1580号の事業地に次の区域を加える

　　　糸島市浦志字浜田の一部

　⑵　使用の部分

　　　変更なし

指定
番号

指定構造計算適合性
判定機関の名称

指定構造計算適合性
判定機関の住所

構造計算適合性判定
の業務を行う事務所
の所在地

構造計算適合
性判定の業務
の開始日

４ 九州住宅保証株式会
社

福岡市中央区薬院一
丁目13番８号

福岡市中央区薬院
一丁目 13 番８号

平成 26 年
４月１日 県土整備

事務所名
道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（ メ ー ト ル ）

北九州 県道
畦　町
村山田  線

前

宗像市村山田922番先か
ら
宗像市村山田1019番１先
まで

4.8
～
8.7

118.7

後

宗像市村山田922番先か
ら
宗像市村山田1019番１先
まで

10.3
～

13.6
118.7

公　　　告
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　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成26年３月11日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称及び数量

　　土木情報システムに係るパーソナルコンピュータ等の賃貸借及び保守業務委託

　　パソコン　658台　　プリンタ　95台　　60ヶ月

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県県土整備部企画交通課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　落札者を決定した日

　　平成26年１月８日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　日通商事株式会社　福岡支店

　⑵　住所

　　　福岡市博多区下呉服町１番１号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　118,898,640円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定により公告する。

　　平成26年３月11日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　糸島市池田字立野787番１、787番３から787番17まで、794番１及び794番４から794

番13まで

２　開発許可を受けた者の所在地、名称及び代表者氏名

　　福岡市中央区高砂２丁目８番１号

　　九州セキスイハイム不動産株式会社

　　代表取締役社長　黒木　和清

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定に基づき、県営土地改

良事業の施行に係る地域の換地計画を平成26年２月27日付けで定めたので、同条第４項

において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦

覧に供する。

　　平成26年３月11日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第５項の規定に基づき、大規模

小売店舗内の店舗面積の合計を同法第３条第１項の基準面積以下とする旨の届出があっ

たので、同法第６条第６項の規定により次のとおり公告する。

　　平成26年３月11日

換地計画を定めた地域 縦覧に供する書類 縦覧期間 縦覧場所

八女市井延、祈祷院、
津江及び忠見の各一部
（八女東部第２地区）

換地計画書の写し 平成26年３月11日から
平成26年４月９まで 八女市役所

届出者の氏名又は名称 大規模小売店舗の名称及び所在地

ＳＢＩホールディングス株式会社
（仮称）那珂川商業施設
福岡県筑紫郡那珂川町松原 430 番地１、578 番
地４、578 番地 10、1084 番地２
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　　平成25年11月26日

　福岡県選挙管理委員会告示第25号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定による政治団体の収支

報告書について、秀明会の会計責任者から修正の報告があったので、同法第20条第１項

の規定に基づき公表した平成24年分の政治団体の収支報告書の要旨（平成25年11月福岡

県選挙管理委員会告示第123号）の一部を、次のとおり改める。

　　平成26年３月11日

福岡県選挙管理委員会委員長　　藤　井　克　已　　

　平成24年分収支報告書の要旨中、秀明会の項を次のとおり改める。

245 秀明会

資金管理団体の届出をした者の氏名 宮内　秀樹

資金管理団体の届出に係る公職の種類 衆議院４区

国会議員関係政治団体の区分 法第19条の７第１項第１号及び第２号

公職の候補者の氏名 宮内　秀樹

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 25.05.24

１　収入・支出の総額

　⑴　収入総額 3,779,856円

　　ア　前年繰越額 48,218円

　　イ　本年収入額 3,731,638円

　⑵　支出総額 3,040,930円

　⑶　翌年への繰越額 738,926円

２　収入・支出の内訳

　⑴　収入の内訳

　　イ　寄附 3,731,555円

　　　ア　寄附（政党匿名寄附を除く）（内訳別掲） 3,731,555円
　　　　ａ　個人からの寄附 1,031,555円

　　　　ｃ　政治団体からの寄附 2,700,000円

　　カ　その他の収入 83円

　　　　一件十万円未満のもの 83円

　合計 3,731,638円

　［寄附の内訳］

　　ａ　個人からの寄附

　　　（寄附者の氏名） （金額） （住所）

　　　　村上　泰史 100,000円 東京都世田谷区

　　　　大泉　充彦 60,000円 東京都江東区

　　　　その他 871,555円

　　　　小計 1,031,555円

　　ｃ　政治団体からの寄附

　　　（寄附者の名称） （金額） （事務所の所在地）

　　　　ＴＫＣ全国政経研究会 100,000円 東京都新宿区

　　　　ＴＫＣ九州政経研究会 100,000円 福岡市中央区

　　　　自由民主党福岡県第四選挙区支部 2,500,000円 古賀市

　　　　小計 2,700,000円

　⑵　支出の内訳

　　ア　経常経費 2,554,785円

　　　ア　人件費 612,000円

　　　イ　光熱水費 110,504円

　　　ウ　備品・消耗品費 1,381,227円

　　　エ　事務所費 451,054円

　　イ　政治活動費 486,145円

　　　ア　組織活動費 155,800円

　　　ウ　機関紙誌の発行その他の事業費 330,345円

　　　　ｂ　宣伝事業費 330,345円

　合計 3,040,930円

３　資産等の内訳

　⑿　借入金

選挙管理委員会
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　　検定は、学科試験及び実技試験により行う。

　　なお、学科試験（５枝択一式20問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については実技試験を行

わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　雑踏警備業務１級

　　ア　学科試験

　　　ア　警備業務に関する基本的な事項 

　　　イ　法令に関すること。

　　　ウ　雑踏の整理に関すること。

　　　エ　雑踏警備業務の管理に関すること。

　　　オ　人の雑踏する場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置

に関すること。

　　イ　実技試験

　　　ア　雑踏の整理に関すること。　

　　　イ　雑踏警備業務の管理に関すること。

　　　ウ　人の雑踏する場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置

に関すること。

　⑵　雑踏警備業務２級

　　ア　学科試験

　　　ア　警備業務に関する基本的な事項 

　　　イ　法令に関すること。

　　　ウ　雑踏の整理に関すること。

　　　エ　人の雑踏する場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置

に関すること。

　　イ　実技試験

　　　ア　雑踏の整理に関すること。　

　　　イ　人の雑踏する場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置

福岡県公安委員会告示第64号

　警備業法（昭和47年法律第117号）第23条に規定する検定を次のとおり実施するので

、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規

則」という。）第７条の規定により公示する。　

　　平成26年３月11日

福岡県公安委員会　　

１　検定の種別

　⑴　雑踏警備業務１級

　⑵　雑踏警備業務２級

２　検定の実施日、時間及び場所

　⑴　雑踏警備業務１級

　⑵　雑踏警備業務２級

　※　上記各表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間と

し、午前９時30分から筆記試験を開始する。

　　　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　受検定員

　　各検定15名

４　受検資格

　　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員

実　施　日 実施時間 実　　施　　場　　所

平成26年６月11日（水） 午前９時から午
後６時までの間

北九州市門司区小森江三丁目９番１号 
福岡県警察警備員教育センター

実　施　日 実施時間 実　　施　　場　　所

平成26年６月10日（火） 午前９時から午
後６時までの間

北九州市門司区小森江三丁目９番１号 
福岡県警察警備員教育センター

公安委員会

　　　（借入先） （借入残高）

　　　　宮内　秀樹 4,650,000円
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　⑸　検定手数料

　　ア　雑踏警備業務１級　　13,000円

　　イ　雑踏警備業務２級　　13,000円

　　※　検定手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　　　　また、検定手数料は、申請受付後に申請を取り消した場合又は受検しなかった

場合についても返還しない。

　⑹　申請方法

　　ア　受検を希望する者は、原則として受検希望者本人が、まず前記７⑴の事前（電

話）受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教育センターの受付専用電話（093（

381）2627）に電話して事前申込み（１電話につき１名）を行い、事前受付番号

を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中であっても、定

員に達したときは受付を締め切ることとする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

　　イ　事前（電話）申込みを行い事前受付番号を取得した者は、前記７⑵のとおり、

事前申込みを行った当日又はその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間

（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、前記７⑶のとおり、住所地又は

営業所の所在地を管轄する警察署に事前受付番号を申告するとともに、前記７⑷

に掲げる必要書類に検定手数料を添えて受検申請し、受検票の交付を受けること

。

　　　※　書類持参以外の方法による申込み（郵送等）は、一切受け付けない。

　　ウ　事前受付番号を取得した場合であっても、前記７⑵の受検申請手続期間（２日

間）内に受検申請手続きを行わなかった者の事前受付番号及び事前申込みは、無

効とする。

　　エ　受検申請手続きは、原則として受検者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受検者本人の委任状（本人が署名したものに

限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　　学科試験及び実技試験ともに合格（90パーセント以上の成績を合格とする。）した

者に対し、即日、成績証明書を交付する。

に関すること。

７　検定申請手続等

　⑴　事前（電話）受付期間

　　　平成26年５月12日（月）から同年５月14日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受検申請手続期間

　　　事前（電話）申込日又はその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間（正

午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑶　受検申請手続場所

　　ア　住所地を管轄する警察署

　　イ　営業所を管轄する警察署

　⑷　必要書類

　　ア　必須書類

　　　ア　検定申請書（検定規則別記様式第１号）１通

　　　イ　写真２枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏

名及び撮影年月日を記入したもの）

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

　　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　　イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　　　ウ　１級の検定申請者

　　　　ａ　検定を受けようとする警備業者の種別の２級検定合格証明書の写し及び当

該種別の合格証明書の交付を受けた後、当該警備業務に従事した期間が１年

以上であることを疎名する書面（警備業者が作成する警備業務従事証明書等

）

　　　　ｂ　検定規則第８条第２号の規定により都道府県公安委員会が交付した書面（

１級検定受検資格認定書）
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34 センター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

　⑶　検定申請書（検定規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課又は

生活安全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。

　⑷　福岡県領収証紙の売りさばき人情報については、福岡県のホームページ（URL

：http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f04/kkaikei.html）で確認することができる。

９　その他

　⑴　検定当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装（靴）を必ず持参すること。

　⑵　検定に関する問い合わせは、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第

23号）第１条第１項に規定する県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活安全

総務課警備業係（電話092（641）4141内線3033、3034）又は福岡県警察警備員教育
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